
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
三
号

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
偏
見
と
差
別
の
中
で
多
大
の
苦
痛
と
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
我
が

国
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
制
定
の
「

ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
」
に
お
い
て
も
引
き
続
き
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
に
対
す

る
隔
離
政
策
が
と
ら
れ
、
加
え
て
、
昭
和
三
十
年
代
に
至
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
認
識
の
誤
り

が
明
白
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
依
然
と
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
誤
っ
た
認
識
が
改
め
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
隔
離
政
策
の
変
更
も
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
に
い
た
ず
ら
に
耐

え
難
い
苦
痛
と
苦
難
を
継
続
せ
し
め
る
ま
ま
に
経
過
し
、
よ
う
や
く
「

ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
」
が

施
行
さ
れ
た
の
は
平
成
八
年
で
あ
っ
た
。

我
ら
は
、
こ
れ
ら
の
悲
惨
な
事
実
を
悔
悟
と
反
省
の
念
を
込
め
て
深
刻
に
受
け
止
め
、
深
く
お
わ
び
す
る
と
と

も
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
に
対
す
る
い
わ
れ
の
な
い
偏
見
を
根
絶
す
る
決
意
を
新
た
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
い
や
し
難
い
心
身
の
傷
跡
の
回
復
と
今
後
の
生
活
の
平
穏
に

資
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
が
こ
れ
ま
で
に
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
と

と
も
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
名
誉
の
回
復
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
、
死
没
者

に
対
す
る
追
悼
の
意
を
表
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
た
め
の
補
償
金
（
以

下
「
補
償
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た

者
等
の
名
誉
の
回
復
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　

ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
廃
止
法
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
（
廃
止
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
（
以
下
「
旧

ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
」
と
い
う
。
）
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
設
置
し
た
ら
い
療
養
所
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
本
邦
に
設
置
さ
れ
た
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
（
以
下
「
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
た
者
で
あ

っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の

二
　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
、
行
政
諸
法
台
湾
施
行
令
（
大
正
十
一
年
勅
令
第
五
百
二
十
一
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
台
湾
に
施
行
さ
れ
た
旧

ヽ
ヽ

ら
い
予
防
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
癩
予
防
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
国
立
癩
療
養
所
、
朝
鮮
癩
予
防
令
（
昭
和
十
年
制
令
第
四

号
）
第
五
条
の
朝
鮮
総
督
府
癩
療
養
所
そ
の
他
の
本
邦
以
外
の
地
域
に
設
置
さ
れ
た
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
（
以
下
「
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
施

行
日
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
補
償
金
の
支
給
）

第
三
条
　
国
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
し
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
補
償
金
を
支
給
す
る
。

（
請
求
の
期
限
）

第
四
条
　
補
償
金
の
支
給
の
請
求
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
施
行
日
。
た
だ
し
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
国
外
ハ
ン
セ
ン

病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
と
す
る
。

二
　
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
改
正
法
の
施
行
の
日

２
　
前
項
の
期
間
内
に
補
償
金
の
支
給
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
者
に
は
、
補
償
金
を
支
給
し
な
い
。

（
補
償
金
の
額
）

第
五
条
　
補
償
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
額
と
す
る
。

一
　
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
初
め
て
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
た
者
　
千
四
百

万
円

二
　
昭
和
三
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
初
め
て
国
内
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
に
入
所
し
た
者
　
千
二
百
万
円

三
　
昭
和
四
十
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
初
め
て
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
に
入
所
し
た
者
　
千
万
円

四
　
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
初
め
て
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

に
入
所
し
た
者
　
八
百
万
円

五
　
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
八
百
万
円

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
昭
和
三
十
五
年
一
月

一
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
か
ら
退
所
し
て
い
た
こ
と
が

あ
る
も
の
に
支
給
す
る
補
償
金
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
区
分
及
び

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
退
所
期
間
（
昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
か
ら
退
所
し
て
い
た
期
間
を
合
計
し
た
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
の
区
分

退
所
期
間

額

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

二
十
四
月
以
上
百
二
十
月
未
満

二
百
万
円

百
二
十
月
以
上
二
百
十
六
月
未
満

四
百
万
円

二
百
十
六
月
以
上

六
百
万
円

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二
十
四
月
以
上
百
二
十
月
未
満

二
百
万
円

百
二
十
月
以
上

四
百
万
円

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

二
十
四
月
以
上

二
百
万
円

３
　
退
所
期
間
の
計
算
は
、
退
所
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
改
め
て
入
所
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

の
月
数
に
よ
る
。

４
　
昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
退
所
期
間
の
月
数
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
所
期
間
の
月
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
月
数
と
す
る
。

５
　
前
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
後
に
補
償
金
の
支

給
の
請
求
を
し
た
場
合
に
お
け
る
補
償
金
の
額
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
百
万
円
と
す
る
。

（
支
払
未
済
の
補
償
金
）

第
六
条
　
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
が
補
償
金
の
支
給
の
請
求
を
し
た
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

者
が
支
給
を
受
け
る
べ
き
補
償
金
で
そ
の
支
払
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
そ
の
者
の
配
偶

者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父

母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
（
以
下
「
遺

族
」
と
い
う
。
）
に
支
給
し
、
支
給
す
べ
き
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
に
支
給
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
を
受
け
る
べ
き
遺
族
の
順
位
は
、
同
項
に
規
定
す
る
順
序
に
よ
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
そ
の
一
人

に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
人
に
し
た
支
給
は
、
全
員
に
対
し
て
し

た
も
の
と
み
な
す
。

（
損
害
賠
償
等
が
さ
れ
た
場
合
の
調
整
）

第
七
条
　
補
償
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
が
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
国
か
ら
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
損
害
賠
償
そ
の
他
の
損
害
の
て
ん
補
を
受
け
た
と
き
は
、
国
は
、
そ
の
価
額
の
限
度

で
、
補
償
金
を
支
給
す
る
義
務
を
免
れ
る
。

２
　
国
は
、
補
償
金
を
支
給
し
た
と
き
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
で
、
国
家
賠
償
法
に
よ

る
損
害
賠
償
の
責
め
を
免
れ
る
。

（
譲
渡
等
の
禁
止
）

第
八
条
　
補
償
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

1



（
非
課
税
）

第
九
条
　
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
補
償
金
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

第
十
条
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
補
償
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
国

税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
当
該
補
償
金
の
価
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
名
誉
の
回
復
等
）

第
十
一
条
　
国
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
（
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
名
誉
の
回
復
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
死
没
者
に
対
す
る
追
悼
の
意
を
表
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す

る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
償
金
の
支
給
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
〇
日
法
律
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
死
亡
し
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
新
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
補
償
金
に
相
当
す
る
補
償
金
の
支
給
を
請
求
す
る
意

思
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
書
面
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
支
給
の
請
求
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
し
て
、
新
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
死
亡
し
た
と
き

に
お
け
る
新
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
が
補
償

金
の
支
給
の
請
求
を
し
た
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
べ
き
補
償
金
で
そ
の
支
払

を
受
け
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
」
と
あ
る
の
は
、
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補

償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す

る
者
が
同
法
の
施
行
前
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
補
償
金
」
と
す
る
。
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